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以
上
私
は
ま
始
以
來
の
ハ
丨
バ
！
ド
各
獄
バ
ロ
メ
丨
ク
丨
內
容
の
廣
遷
を
略
記
し
た
。
始
め
に
一
言
し
た

通

り

•
本
文
は
主
と
し
て 

Gl
 

Q
記
述
S
I
I

は
あ
る
が
、
；
彼

は

菅

的

變

邀

を

氣

と

な

し

つI

、
囊
は
そ
れ
に
對
す
る
批
判
を
目
的
と
す
る 

も
の
で
、
從
つ

鐵

菜

文

に

於

て

堪

に

バ

“
メ
丨
タ
丨
內
容
の
變
1
2

取
扱
つ
た
關
係
上
，
幾I

筒
所
に
於
て
氏
の
所
說
を 

省
略
し
又
は
別
趣
：の
：■

を
加
べ
た
。
斯
か
る
各
猶
バ
ロ

 f

タ

ふ 

私
が
目
下
準
備
し
つ 

4

る
別
®
の
問
題
で
、
■

て
本
文
は
そ
め
f

る

葛

の

へ

一

，

0
 V-

 ̂
 

 ̂
^
 

1

1

.
p
 ̂
 r
 ̂
 I

«

一
 
九
ニ
九
ギ
の
そ
れ 

を
以
て
ニ
；旦
完
成
せ
る
も
の

vr

認
め
ら
れ
る
：か
ら
で
あ
：る

0
:

:

證

)

紙
数
と
時
' ^
の
關
係
上
、
後
半
の
.記
述
が
恐
ら
く
簡
略
に
失
し
た
で
I

ぅ
事
々
恐
れ
る
0
特
に
バ.
ロ 
メ

丨

タ

丨

の
計
算
に
於
て最
も

 

重
要
な
標
準
偏
差
に
■
し

H

は
殆
ど
述
べ
る.事
が
出
来
な
か
つ■た
.。
費
し
是
を
充
分
に
請
す
る
に
は
計
葬
の
實
際
を
示
す
必
要
が

あ

る

か

ら

 

で
あ
る
？
こ
れ
ら
の
不
備
は
次
の
機
會
に
補
ふ
っ
も
り
で
あ
る
。
：:

:

•

:

.(一

九
三
四
、
10

、一  
J

現
代
租
税
银
度
に
於
け
る
一
般
取
弓
税
の
地
位
と
其
本
質

.

:

高

，

木」

■

.

'

'
て

.

:.
..
■
.
■
-

'

,

'■
■•
:
. 

' 

:

-

.

J 

.

. 

.

實
上
观
又
は1

:^
1
*̂j
l
*m(

T
u
m
o
v
e
r
, 

Tax, 

General Sales 

T
a
x
,

,CJ
m
s
i
t
e
u
e
r
v

は
、
極
め
て
少
數
の
例
外
を
除
き
、
貨
物 

及
び
勞
满
の
實
買
取
引
を
課
稅
物
件
^
し
其
取
引
金
額
を
課
税
標
準
と
：し
て
、
.原
則
と
し
て
劃
一
的
稅
率
を
以
て
課
,
す
る
^
^
で
あ 

る
。
以
下
本
章
の
記
述
に
於
て
：1
般
取
引
税
と
寶
上
稅
と
''
5
:同
義
語
に
湘
ひ
‘る

デ

此

種

の

粗

税

，は

^

て
居
る o

 
:

へ
'
.
ベ

.：
r
:
:
v 

.• 

■

-:

:
-*
代
ギ
^
シ
ア
，.
及
び
ロ
ー
マ
に
於
て
.、
中
世
及
び
近
.世
初
期
の
.ス
ペ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
3 
‘フ
ラ
ン
ス
及
び
イ
ク
リ
ー
等
に
於
て
行
は 

れ
；
：

第
.十
：九
.世
紀
に
も
米
國
'i
K
イ
ツ
の
ブ
レ
.l

y

vに
於
て
賣
上
税
の
.施
行
'さ
れ
た
.例
を
真
る
の
で
あ
：る
0
-,
殊
に
近
世
史
：上
に
费
名 

為
る
も
の
は
、
：ー
ス
ぺ
イ
ン
.の
賣
;±
税
た
る
ア
：ル
：カ
バ【

ア
：ル〈

力
^
フ
i
稱

せ

：
ら

れ

た

，
る

賣

上

税

は

：

尝

へ
.イ
ン
；P
經
濟
的
發
展
に
至
大
の
影
響
を
與
へ
る
所
が
あ
つ
た
。
ア
ダ
ム
•ス
.ミ
ス
は
國
富
論
に
於
て
此
ア
ル
カ
バ
ラ
に
就
て
次
の
如 

現)

代
和
税
_
度
へ
に.於
け
る
：.
1般
取
引
.税
の
她
位
せ
其
本
質
：

 

四
：

一

、『

六
'
.
^
b
ン



:瑰
^
和
：税
制
度.に.於
け
: ^
1
.
:
般

艰
5 |
税
'の
'地
：位.?2
其

本

質

^
.二 

(

.ニ

、
.，
し

、

)

;
v
: 

:

f

.

,

'

「

消
#

?

へ̂，0
課
税
は
商
人
め
利
潤
.に
課
す
る
ft
税
：で
あ
、る
^
.
1
芩
ふ
觀
念
の
結
果
と
.1
.H

、：...

或
爾
々i

に
於
：て
は
，
其
等
め
^
^
税 

が
其
貨
物
.の
繼
續
的
寶
買
の
鄱
度
に
反
復
繰
返
さ
'れ
た
。
'若
し
輸
入
商
人
文
，は
製
造
業
客
の
利
潤
に
課
税
さ
る
、
な
ら
ば
、
平
等
の
た
' 

め
に
社
其
等
.の
人
，々
.の
，い
づ
れ
か
.と
消
費
者
と
の
間
に
介
在
す
，.年
ー
，
初

の

诈

間

購

入

者

，
の

や
ぅ
.に
思
は
れ
る
。：

ス
，ベ
ィ
ン
め
有
名
な
る
ア
ル
カ
^
ラ
は
此
原
理
に
遨
い
て
設
免
さ
れ
た
や
ぅ
で
あ
る
:-
<
?其
f

ほ
最
初
^
十
パ 

セ
ン 
>
、
後
に
は
十
四
。ハ
丨
セ
ン
ト
、
現
在
は
僅
に
六
パ
1
セ
ン
ト
で
、
動
產
と
不
動
產
を
.問
は
：ず
す
ベ
て
の
種

類

の

財
產

の

賣

蕞
 

9
に
課
す
る
祖
税
.で
あ
つ
て
、
其
*
:税
は
財
產
の
寶
却
さ
れ
，る
其
都
度
繰
返
さ
れ
る
の
で
^
る
。
此
稅
の
課
税
に
は
、

一
刊
ょ
ゎ
也
#
I 

へ
の
.货
_
の
輸
送
の
み
な
ら
ず
、、
或
店
ょ
り
他
店
へ
の
貨
物
移
送
を
も
看
視
す
る
に
足
る
ほ
ど
の
多
數
の
收
税
東
を
必
要
;4
:
す
る
。
共 

租
观
は
、：

着
の
貨
物
の
商
人
に
.止
ま
ら
ず
、
す
"ベ
て
の
種
顧
の
貨
物
の
商
人
を
、
'ま
：た
す
：ベ
•て
.の
農
家
.、_
製

造

業

者

、
，
大

小

の

變
 

を
し
て
收
税
进
の
間
斷
な
き
臨
檢
檢
赍
を
受
け
さ
せ
る
.0
此
種
の
租
稅
の
設
宠
さ
れ
る
國
の
大
部
分
を
通
じ
て
は
、
遠
隔
の
市
場
昀
に 

何
物
も
I

が
行
は
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
菌
の
各

地

の

_

は
其
隣
接
地
方
の
消
費
に
應
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
其
故
に
ウ
ス
タ
リ 

ツ

astarltz

は
ス
べ
ィ
ン
のH

業
の
衰
亡
の
原
因
を
此
ア
ル
カ
バ
ラ
に
歸
し
て
居
る
。
此
租
税
は
エ
業
の
み
な
ら
免
、
土
地
办
原
生
產 

物
に
も
課
税
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
同
様
に
農
業
の
衰
微
を
も
之
に
歸
し
得
た
で
あ
ら
ぅ
0」

i
o
a
w 

 ̂

p
a
l
w
-
s 

? 

^
r
. 
( 

- 

、

‘ 

' 

' 

'

近
代
財
政
擧
者
の
實
上
税
、

一
般
取
引
税
に
對
す
る
見
解
の
一
例
と
し
て
バ
ス
テ
^
-ブ
ル
は
次
の
如
く
述
べ
て
居
る
。

.「

ずY

て0

食
物
、.貨
#
の
：後
卿
、
生
產
の
各
種
形
態
に
課
す
る
租
税
は
產
業
の
發
達
に
極
め
て
有
寄
で
あ
り
、納
税
者
に
と
つ
て
煩 

瑣
で
あ
り
不
便
で
あ
-る
し
、
微
收
に
'も
費
用
を
要
す
る
こ
と
多
い
1?
'
あ
ら
ぅ
0
'財
政
史
は
之
事
の
弊
害
に
つ
い
て
.豐
富
な
例
證
を
提
供 

す
る
。1

切
の
取
引
に
課
せ
^
れ
る
租
稅
、
ア
ル
カ
バ
ラ
は
ア
ダ
ム•

ス
ミ
ス
に
ょ
つ
て
ス
べ
ィ
ン
の
農
業
及
び
工
業
の
衰
退
の
.原
因 

と
看
做
さ
れ
て
.
.
f

 

9
ハ
ス
キ
ソ
ン(

H
l
s
s
o
n
)
■

の
第
一
次
改
革
前
吖
英
國
の
關
稅
は
課
税
の
一
部
門
に
過
度
に
M

t

こ

と
の 

弊
害
の
例
を
示
し
、
，ま
た
米
國
の
南
北
戰
爭
{s>
時
の
把
入
制
度
は
同
一
弊
害
の
更
に
一
曆
著
し
v>
例
.で
あ
つ
た
。.

」
Bastable: 

Public 

兄
i
n
a
n
c
e
*
l

vo
-
s
. 

p. 

3
4
5
.

,參

极

-
-

'

第
一1

十
世
紀
の
初
期
に
於
て
'は
此1

般
取
引
税
又
は
寶
ヒ
税
は
廣
く
採
用
さ
る
、
可
能
性
が
殆
ど
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
 

世
界
大
戰
宋
期
及
び
戰
後
の
時
期
に
於
て
廣
く
主
要
諸
國
の
祖
税
制
度
.に
採
用
さ
れ
る
に
到
つ
た
0-
世
界
の
主
要
國
の
ぅ
ち
此
秫
の
租 

税
を
有
せ
ざ
る
も
の
は
日
本
及
び
英
國
CO
'
が
で
あ
つ
て
米
國
に
は
既
に
州
税
^1
し
て
行
は
れ
て
居
る
？
ド
イ
ッ
.
.が
寶
±
税
を
採
^
し
た 

る
を
最
初
と
し
て
歐
米
主
要
國
の
殆
ど
す
べ
て
.が
續
い
て
ド
イ
ッ
0
例
汇
從
つ
.て
此
祖
税
を
採
用
し
た
0
戰
爭
直
後
の
數
年
間
に
ベ
ル

ギ
ー
。
ブ
ラ
ジ
ル
。

フ
テ
ン
ス
？
イ
タ
リ
ーo :

そ
1
ゴ
ラ
ス
.ヴ
ィ
ア
。
力
ナ
ダ
o
'キ 

' ュ1
.、ノ 

o
リ
ト
ア
ニ
ア
o
. 

ク̂

セ
>•
力
ル
グ
。
オ」 

V
ス
ト
リ
ァ
9 

•
ホ
1
ラ
ン
F

.°
ポ

ル

ト

ガ

ル

。

ル

ー

マ
ー
ー
ア

9
チ

エ
.ッ
；
コ•
ス
ロ
：
ヴ'ァ
キ
ア
？
ハ
ン
ガ
リ
.
1。
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
聯
邦
及
び
.南

阿
聯
邦
の
中
.に
.採
用
さ
れ
た
：

.べ

.':
:

:
"
.
.

(

：

ぐ「

ニ

,
。
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.
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o
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M
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trte der 

Umsatzsteuer und ihre gegenwa

B.ge 

Gestaltung

•-
•
«日 

J
&
i 

end im AUSIand*〈1
9
2
5

‘ 
.
•
S
.
..
S
.
V
2
0
0
-
3

•
參

照V 

ぐ

.

„:.
,

:

ー

現

代

和

税

制

度

に

於

け

「

る
.
1般
取

引

税.の

地

位

ミ

其

本

質

w'
三

r
i

六
九
九
'

)



現
代
租
税
制
览
.に
於
か
5'
|
般
取
引
税
.の
'地
位
^
其
本
質
. 

四

四

(

一
七
3
.
J

〕 

|
般
取
引
撥
*寶
上
撒
の
弛
界
的
普
及
に
就
.て
は
次
の
如
き
說
明
が
あ
.る
0

「

世
^
大

戰

が

一

九

ー

..八

年

0:
中
頃
：に
、其
結
末
に
.近
づ
き
つ
.、
あ

つ

だ

當

時

に
.於
て
、
S-
'
要
な
：る
財
政
手
段
と
し
て
の
取
引
税
は
僅 

に
ニ
三
の
り
國
ど
獨
逸
に
於
て
の
み
存
在
し
、
ド
ィ
ッ
に
於
け
る
税
率
は
千
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
然
る
に
十
五
年
後
の
今
日
に 

か
で
は
此
租
税
は
四
大
陸
に
普
及
し
、
現
在
歐
洲
及
び
南
來
の
大
部
分
、
オ
1

ス

ト

ラ
リ
ァ

及
び
.力
ナ
ダ
に
於
げ
る
國
悅
0
主

要

な

る 

要
素
I

し
、
米
國
に
於
て
は
州
税
と
し
て
廣
要
_

地
位
'

1速
に
由
め
.つ
ふ

る

0
財
政
史
ト
一
に
於
て
恐
ら
く
ガ
ソ
V
ン
税
を
除 

い
て
他
の
租
稅
に
し
て
斯
ぐ
急
速
：に
佌
界
に
普
及
し
た
も
の
呔
な
い
の
で
あ
る
0

■

歐
讲
主
要
諸
國
の
大
多
數
は|

九1
•八
丄|

三
年
の
間
に
取
引
稅
を
採
用
し
たO

此
場
合
に
は
明
.か
に
此
租
税
は
、
戰
時
典
後
の
！H 

費
の
財
源
欠
乏
に
よ
り
又
無
統
制
ィ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
つ
て
破
壞
さ
れ
た
る
財
政
制
度
の
故
濟
手
段
と
し
て
要
求
さ
れ
た
の
で
あ 

る
o
'納
税
者
の
徳
義
規
律
が
衰
へ
て
居
り
、
從
て
價
格
の
中
にr

隱
れ」

、
比
較
的
に
便
宜
な
る
■

手
續
に
よ
つ
て
霞
さ
れ
、
日
 々

少
額
づ
ぐ
消
毀
者
が
結
局
支
拂
ふ
と
と
に
な
る
租
税
で
あ
れ
ば
-
諸
政
府
に
と
つ
て
旣
存
の
祖
稅
の
税
率
の
增
加
よ
り
も
明
か
に
採
⑴ 

し
易
か
0
た
の
で
あ
る
0
加
之
、
ィ
ン
ジ
レ
1
シ
»
ン
.
.の.物
價
水
準
に
迤
く
政
脉
經
費
の
■急
速
な
る
增
测
は
斯
る
物
價
水
準
の
變
励
に 

急
速
に
共
收
入
が
應
ず
る
や
ぅ
な
租
税
贫
必
要
と
し
た
リ
取
引
秘
と
世
界
大
戰
と
め
密
接
な
る
關
聯
は
、
此
租
税
が
中
立
國
で
あ
つ
た 

い
づ
れ
の
.歐
洲
諸
國
に
よ
つ
，て
も
採
用
さ
れ
.ず
、'.薩
を
除
い
て
歡
洲
交
戰
國
の
す
ベ
て
に
よ
つ
て
採
用
さ
れ
て
居
る
囊
に
よ
つ
て 

承
さ
れ
る
o
.取
引
税
は
一
度
採
用
さ
.る
れ
ば
、
そ
の
ま
、
#
續
す
る
傾
向
が
あ
つ
て
、
僅
か
に
三
、四
の
國
の
^.
が
、
.
.そ
の
い
.づ
^
も
ト 

國
で
あ
る
が 

>
此
租
稅
を
拋
棄
L

V居

る

。
へ';
へ

米
國
以
外
の
諸
國
に
於
て
は
狃|

吊
此
祖
税
は
共
通
の
形
態
を
備
へ
、
製
造
業
者
*卸
賣
業
者
•
小
賣
業
^'
に
等
し
く
課
せ
ら
れ
る
。
重 

要
な
る
例
外
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
。
カ
ナ
ダO

チ
エ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
及
び
イ
タ
リ
ー
に
よ
つ
て
與
へ
ら
れ
る
o 

之
は
來
國
'の
若
干
の
州
に
於
て
行
ふ
戈
の
と
.
.は
裁
然
た
る
對
照
を
舞
し
：、
米
國
の
州
の
場
合
に
は
製
造
業
者
及
び
卸
寶
業
を
隣
接
諸
州 

に
驅
逐
す
‘る
こ
と
：を
虞
れ
、
又
州
間
の
商
業
*
引
に
課
税
し
得
ざ
る
こ
と
に
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つ
て
取
引
税
を
小
»
取
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|
1
'
:
に
制
限
し
^
居
'る
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促
し
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率

0
課
說
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也
の
.ニ
遞
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業
務
に
適
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さ
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或
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固
^
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扣
出
鹿
業
及
び
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益
事
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高
率
課
稅
の
便
^
な
.る
目
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あ
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ー
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例
外
の
場
合
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あ
る
0
若
干
ぬ
外
國
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取
引
税
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に
獨
逸
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取
引
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曲
職
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よ
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ず
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數
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擴
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さ
れ
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居
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、
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知
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限
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*
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づ
れ
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範
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於
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總
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税
ざ
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入
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イ
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總
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セ
ン
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ラ
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に
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。
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h§
l Sales o

r
H
u
m
o
v
e
r

 Taxation (1929 〕
p. 3

.

.:1

般
取
引
稅
は
最
近
十
數
年
間
に
世
界
の
約
三
十
ヶ
國
に

.
普
及4
.、
，

若
午
：の
國
々
の
：租
税
制
度
に
於
て
は
極
め
て
重
要
な
る
地
位
を 

占
め
る
に
到
つ
：て
る
が
、
其
課
税
物
件
と
な
ず
範
圍
に
つ
，い
て

.
廣
狹
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。
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代
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用
ざ
れ
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般
取
引
税
に
就
て
其
適
用
範
圍
の
最
も
廣
い
の
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ド
ィ
ッ
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取
引
税
で
.あ
り
、
叉
ド
f
ク
が
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界
主
要
國
の
ぅ
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採
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た
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最
初
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づ
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施
行
さ
れ
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。
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商
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取
引
支
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分
ノ
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營
利
會
社
に
つ
い
て
は
三
千
マ
ル 

>
そ
超
ゅ
.る
取
引
年
額
に
、
個
人
：の
場
合
に
は
首
マ
ル
ク
を
遛
ゅ
る
取
引
に
つ
い
て
の
み
、
課
稅
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
0
戰
時
晚
と 

し
て
財
政
收
入
.の
：必
要
.に
應

ず

る

た

：め

年

額

1.1

億
.五
千
萬
：マ
ル
.：ク
 ̂

ニ 
.九
一
.七
年

度

：
の
，實 

.

收
入
は
僅
に
其
半
の
約1

，

億
ニ
千
四
百
萬
マ
'
:ル：ク
比
す
ぎ
な
か
つ
た
と
S
ふ
。
其
た
め
^
|
;麼
廣
般
に
し
：て
收
入
.の
，豐

富

な

ド

る

取

引

稅 

を
求
め
て
、
，一

九一

,八
年
七
.月
0
取
.引
税
法
に
達
し
た
(0
で
.あ
る
0

一
九
：ー
.八
年
の
ァ
ィ
ッ
取
引
税
法
は
現
行
取
引
.税
法
の
蕋
礎
と
な
つ
た
も
：の
で
お
及
、
：ま
た
近
代
租
稅
史
に
於
け
る
最
初
に
し
て
最 

も
明
確
纪
る
考
慮
に
甚
く
一 
般
取
引
稅
の
例
で
あ
.る
と
為
は
れ
る
P
;其
祖
税
は
商
品
取
引
並
に
勞
務
の
：
：
^
ic
對
し
て
も
千
分
ノ
五

の
视
萍
を
以. ^

縣
税
し
で
奢
修
邊
小
荔
引
に
.

5

て
，は1
,

:

_

.課
稅
_

の.
で
あ
つ
だ
々
：
.
其
2

ノ
九':1.

八

亡
^

j

日
,
p
p 

五
，

間

施

行

さ

れ

る

念

達

れ

た

。

.

.

此
；艰

引

税
P

課

税

糞■

物

及

び

勞

務
.に
關
ず
る
營
利
行
爲
，で

あ

0

1

、
義
圍
と
し
て，

ぶ
も
の
で
鼻
つ
t 

.
從

て

蕾

駔
■

霍

及

び

慈

善

篇

甚

督

以K

又
■

以
S

睁
ふ
_

を
除
く
：.

「

0
獨
立
性
.を
有

す

義

務

：で
あ
つ.；て
-:
'
祐

^
^
 ̂

冒
办
職
業
者
に
バ

適
：用

寒

、
；
：
，

s

f

至

つ

た

。
塞

荽

は

商

人

に

ょ
.

I

家
商
f

特
に
驚
自
蓄
費
ゎ
は
ー
一
千
マ
ー
ル

1

でS

除
が
_

ら

れ

驗
_

:

_

|

取
引
，
.が
：取

鬆

裏I
,

れ
I

:

と

義

老
 ̂

届
た
。7

m

入

證

券

、

信

舊

券
S

轉

產

：及

套

濃
S

輿
附
奮
及
び
動
産
を
餘
齡
移
動
、

—

送
y

讓

及

麗

險
等

が

免

f

れ

た

气

f

兹

舊

は

蹵

翌
.
p

m
累

螽

f

杜

逼

彥

ち

で

|

蘇

鮝

引

稅

鬈

低

毳

額

惑

裏

歲
め
あ
れ
た
0
い
：
:
:
;
ぺ

;

,:
■

マ
：
' 

V
. 

,

r

:

V.; 

ジ
へ 

>

二
.
-
,
.
:
.
.
. 

”,

•• 

r
-
.
J
.
\
i
. 

. 

<
+
. 

-
- 
•
 . 

.

.

.
w
. 

.. 

ニ 

. 

. 

•• 

-

i
n

s
n

d
!

 

p

n

f
 

e: 

,

ベ 

V

<.

.

,

:
t

九

一:
x
.

年

の
.

m
引
税
I

に
ょ
り
、

：

年

額
s

マ
i

s

收

督

攀

げI

豫

響

れ
i

:
つ
s

.
が
，

I

か

に一

■

千

瘍

ア

ル
>

1

た

.に
す
^
^

入

を

器

臂

桌

粜

た

美

ふ

げ
一

^

1
ン<.,y

会

',,

:v-‘，

. 

、
“
V;
.
一
 

ベ

'.X-

.

現
湫
和
難
淛
鹿
に赏

：る,一 :

灌

還
.め
地f

其
本#
 

I

 

(

1

七
〇
五)



;戏

.^
雜
税
^
傅
に
«
^ ;
^
ニ
1

别̂
税
：̂

從̂
き
*:
本
質 

：

」

五
0

'

2,.
.
'七
〇
六)

/ 

•
靡

;#
!

後̂
.に

濃

1

^;
タ
財
政
の
：'
_乏
は
益「

々
多
ぐ
<0
:
:吹
入
を
故
要
と
し
1
九 
一
^
|
1
.
1
〇
年
に
於
け
る
所
謂
エ
ル
ッ
：ベ
ル
ガ 

兮
ハ
^
疫
ぷ

^

^

.»
败
改
葬
を
^
粟

と

.^
衣

。
：
與

財

政

改

苹

に

|

^

タ̂

全

體'0
財

政
1

及

び
.租

稅

制

度

の

.中

心

を

ぃ

為

德

繼

セ

：
ぁ,o
.衣

凑
■

く
^

^

.襲

繁

歸

馨

金

別•同

時H:

靈

赛

制

度(s
t
e
T
z
l
i
i
s
-

ロ
|

ぶ

思

杧

众0〗
て

庚

吩

鄉

及

：
び

地

方

國

體

(0
財

政

收

入

の1
1§
^
_た

す

こ

と

、

し

た

。
：

.此
エ
ル
ツ
べ
ル
ガ
ア
の
改
革
に
よ
つ
て
、 

輿
後
多
數
：の
新
税
法
の
制
宛
あ
る

に
も
拘
ら
ず
、
今
に
尙
ほ
行
は
れ
て
居
る
獨
逸Q

祖
税
制
度
の
基
礎
が
杉
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
其

:

霞

改

革

め

淹

物

空̂

ー

连
^

年
十̂

月
^

取
款
法
で
あ
客

^
^

:錄
沴
:;
<
異
态
斯
で
念
$

奪
ぷ
6

1
織
梂
原
則
士
じ
忙
各
坐
產
過
释
^
於
け
る
各
國
の
誉
利
的
給
#
.に
：、
過
度
£
咼
_
で
な
.い
稅
_

1
.
^
.
0 

-

.̂
.ド
'^
观
引
銳
Co
課

税

物

件

ほ

、

內

國

に

：於

：

^
遂

：行

さ

苓:>
獨
立
：0 .
:
營

業

的

或

:猇

潇

：
の
，
給

付

0
遂
.行

で̂

る
0
-
—
利

的

行

爲

」

の
：
概

念

：
^

ぐ

解

ず

^
き
：で'あ
0
:
.
て
、
原
始
生
：產
芨
び
商
業

1.
共
に
屬
ず
‘る
も
の
と 

%

示
し
て
屈̂

:-.
:;0
イ̂
，ッ
敢
引
我
の
；適
用
範
圍
の
廣
般
な
る
ど

_

(

と
.は
、
：組

合

フ

圃

體

が

自

己

^> 

e

i
雕

も

課
我
さ
れ
る
？

利
益
目
的
を
：要
伸

i
.し
な
：：い̂
で
あ
.
.る
0
:更

に

、
：
自

;
^

ら
れ
名
o:

反
之
、
官
货
、
.使
用
^
、
.努
働
者
、
僕
婢
の
行
爲
ば
獨
立
性
を
：欠
;<
:
故

を

以

：：で
：
、

"取

引

税.：の
，
適

用

を

受

：け

だ

い

0
:自

！

の 

.消
費

の

：た

め
.即

ち

物

金.自
^
€>
企

業

，よ

り

：營

利

以

外

め

：
自

的

：に

使

用

消

費

す

る

こ

：と

も

取

引

稅

釔

課

税

ざ

れ

_る
0競
賣
.に
蕋
く
引
渡
も
、 

觸

:1
|
執
行
-0
牟
權
遺
產
め

.'^
1

_人
：：：の
.分

配
o
た

め

、

〖

又

は

：土

地•土
地
權
利
を
目
的
と
す
る
場
合
を
除
き
、.

权
引
稅
を
課
せ
ら
れ
る
。

■ 

'
MJi
l
J'i
し
て
娘
;<
J
I:m
Q
韻
难
標
耀
は
、
給
付
に
對
も
て
％
受
せ
ら
れ
た
對
價
ハ
實
收
人)

で
あ
る
0-
自
己
消
費
に
於
て
此
標
準
を
欠
く 

は
、
：其
貨
•
の
通
常
俏
格
を
^
:1
)
:'
小
寶
人
が
支
拂
ふ
平
询
價
格
に
よ
る
0
交
換
取
引
及
.び
^
類
似
霧
に
於
て
は
、
其
各
給
付 

の
價
値
'が
他

-'
0
'
1付
に
對
才
る
對
價
と
な
る
-0
.

泚
課
稅
標
準
''i
t
:つ
ぃ
.て
適

用

，さ

る
.
A1

■
取
引
稅
の
.税
率
は】

九
.

1

八
年
以
來
次
の
如
く
變
化
し
て
居
る
o 

’.；

::
.ニ
典
一
:
.八
年
八
月
4
屯
よ
り
\:
'

:

/

1九

-
九

年

十

ニ

:
一：•〇
〇

-;
.

. 

f 

• 

• 

• 

• 

• 

*

. 

:
1

•
五
〇
知

.

* 

• 

. 

. 

J 

-
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

i 

V 

. 

.

.

ノ

: 

. 

• 

■ 

• 

•

バ

ニ

6

S
 

' 'V。

'.:.

九i

一
四
^1

月
：，

j,

日
よ
り
：
：

':1.

九U

四

部

九

昼

，

f

日
.ま
で
： 

ニ 

•
K〇
％

:
:
.
1
九

ニ

.四

平

十

月

十

日

よ

り

.
“

' ニ

杏
^̂
^

U
-
.
. 

.

1
九

ニ
.五

牟

九1
ニ
'十

ロ

ま

で:

..
1

•
艽

〇

涔.

.

'|
在

..
5

澤

月
;^
^

■-
九1:1.

六

麽
1
.
1 一
 1

十

：
一

日

ま

で
' 

C

o

o

^
 一
 

.
£
'邊

：
靡

_
邊

打

^
難

パ■

-
:九
n

l

o

s

日̂

ま

で'
' 

,

.

;
〇
.
•七

艽

％

V 

' 

•
•
-
-
•
•
!
-
: 

い

：

.
,
.
••
' 

. 

.

.

.

.

.

.

.

. 

• 

.
! 

* 

.

.

.

. 

• 

'
.

'i
'
:
'
:
i 
九
®
 蒙

.四
：月
1 
ロ

よ

り

一

九

-
1

印

十1131:1:

十

：1
;日

ま

で：

':.
^
^
^ ̂

’ 

:

5
 

- 

- 

•
-
: 

.
i 
1-
-
.
. 

' 

-

一

-

人
,'
'
‘ .
.
'
‘ 

，
. 

.- 

..■

, 

,

.

.
' K
i
m

 
一
部
：
一

政

一

日

よ

り

‘

こ

:

r
v
.
.

:
顏

へ

：
.ン
”

”
1
1
る

0;
ズ
1
:
1
•
成

〇
％
i
l
v
 
〇
•
<五
1

2

V
 

■
¥
.

" 

r
a
l
i
o

苹陂月お免、

-齓

银

度

の

联

引

總

る

塞
'?
象

釔

主

；と
牙
る
^
嚷

：
及

び

小

賢

钇

主

^

せ
ぜ
厶

,
‘：i

j

I

#K-
mj
^

^

w

p

_

p

'

Q

«:
^

_

.

^
 1 

,,::5 

:

p

s
 

七
；,



; 

现
代
敗_
制

敗
|<
於
^:
5

敗

取

要(

の
地¥
ミ
其
农

犛” 

：

：

：
：

：

 

五
ゴ
.

.

2
:七
0
八)

:
^
が
に
は
小
寶
^
ゼ
る
联
引
吹
み
ゆ
9.
,い
犮
、
.1:
ー$

%
0:
'
寒
別
.課
税
^

:

:

*其釭
藥
の
，联
引
の
七
瓦
%
.以
1H
が
小
賣
な
る
^
き
は
.其
期
橥
0 

'

の
主
だ
る
響
が
小
賣
.で
あ
る
と
萁
ふ
。
三
.
1ー
年
ー
月
よ
0
此
差
別
税
率
は
1ー.
晋
に
引
上
げ
ら
九
た
ヴ 

V,
ぃ 

訪
'2
.
.農
槳
の
刹
益
の
^
め
に
穀
物
、
穀
粉
其
他
及
び
パ
.ン
製
品
の
取
引
に
0
.い
.
.

〖

'(
_は
〇
人
五
%
に
輕
課
さ
れ
る
。

：

.

- 
' 

.

.

.

. 

.

.

.

.

- 

:
'

. 

. 

.

.

•

•
••
. 

J 

... 

•
、
.
.
.
.. 

.

.
ド
ィ
ッ
咖
邦
取
引
税
め
：
一

.；

の
！^

は
、.
他
國
o

取
別
稅
に
比
し
て
、
其
適
用
範
圆
の
廣
く
し
て
免
税
さ
る
、
部
分
の
少
な
い
こ
と
で 

あ

つ
. ^

。
|.
|

:
, #

政
策
的
見
地
よ
り
し
て
、
例
へ

”
ば
社
會
保
險
に
於
け
る
轉
疮
及
び
藥
劑
の
給
付
、
小
園
藝
小
家
畜
及
小
農
業
の
.坐
產
物 

の
自
己
消
費
を
免
税
す
る
等
其
他
蒞
千
の

.
免
税
事
項.
が
あ
‘る
。
公
共
團
體
經
營
の
八
11

-:業
も一

般
的
利
益
の
た
め
に
施
行
せ
ら
れ
る
場
合

-

•
 

:
- 

' 

.
-

パ
.,
T 

V
,:

.

:

:

に
の
み
其
給
付
が
取
引
税
を
免
税
さ
れ
る
。(

例
、
郵
便

%
信
，電
話
.瓦
斯

-*
氣
.水

道

-*
業
.培
畜
場
の
如
し)

自
由
職
業
者
の
勞
務 

收
入
に
っ
^
て
,

ニ

失

ニ

.?
1
:年
八
月
の
税
雜
に
よ
0
て
-
民
間
の
^
諸
藝
術
紀
箸
述
：家
の
報
酬
、代
理
估
•仲
質
人
の
手
數
料
は
年
額 

六
千
マ
ル
ク
を
超
.え
ざ
る
限
り
免
税
a
れ
、1,
九1
ニ Q

年
四
月
の
税
法
に
.よ
つ
て|

萬
八
千 >

.

ル
ク
ま
で
に
引
上
げ
ら
れ
た
。
又
旣
に 

同

一

の
給
付
過
程
に
於
て
他
秫
の
.獨
立
の
取
»]
!
税
の
課
.せ
ら
れ
て
溏
る
場
合
に
免
税
さ
る
、
も
の
に
、
資
本
取
^
、
運
送
取
引
、
富
鏡 

競
馬
、
：保
險
給
付
及
び
法
入
所
得
税
に
よ
0
て
課
税
を
受
け
る
取
締
役
配
當
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

、

經
濟
政
策
的
見
地
に
於
.て
小
賣
以
外
の
貴
金
旗
及
其
合
金
の
.取
別
を
免
税
し
て
居
る
が
、
其
等
の
價
格
は
世
猓
商
業
に
よ
つ
て
決
宛

■

■,
■'
-
: 

' 

- 

' 

;

.

.
1
.
. 

M

1*
ぃ
.
.
.
V 

.

. 

-■'
.
.
. 

. 

. 

.
•
-

.'
..
:
:
:
:.
'
,
:
.
'
' 

- 

.:.,'■

.」 

：

さ
れ
#
較

的

典

利

益

が

少

な

い

も

，の

^
認
め
た
る
こ
と
、
、
且
つ
其
稱
の
取
取
の
通
貨
政
策
に
對
す
る
意
義
と
に
因
つ
て
思
る
。
土
地

.の
賛
貸
借
等
め
免
税
は
恐
ら
く
住
宅
不
足
の
考
慮
.に
出
で
、
居
た
も
の
と1K
ふ
。
ド
.ィ
”

聯
邦
取
引
税
設
定
の
最
初
よ
り
免
稅
さ
る
、

•
.
.
.
. 

. 

‘
.
.
：
■

-

.:
•
: 

. 

,
'
: 

.

■;' 

.. 

.
.-
.. 

,■:
■: 

. 

»■
■

最
も
筑
嬰
な
る
取
⑴
は
ハ
輸
出
.及
び
輸
入
取
引
で
あ
る
。
輸
出
取
引
に
■
す
石
免
税
は
ド
イ
ツ
商
品
の
外
國
市
場
忆
於
忖
る
競
爭
上
の

禾
害
の
考
慮
'に
よ
る
も
ひ
：で
あ
.ひ
て
、.：
他

麄

々

も

亦

輸

，出

：取
：則

の

'免
_
す
る
鄉

高

じ
で
あ
；る6

他
國
'が
輸
入
に
取
引
歡
を
課
す
る

|

あ
る
|

し
てc

例
、
：、フ
ラ
ン
ス
ハ'牙
丨
ス
i

K
>

系

 

囘

め
.
取P
を
免
銳
し
た
？
：
若
し
輸
入
に
課
稅
す
れ
ば
一
般
消
費
貨
物
及
び
原
料
品
の
S

騰
貴
を
生
ず
る
。
其
結
艰
と
.し
て
ド
イ
ツ
內
の 

.消
_

の&

貝
ブ
の
'減
退
を
生
じ
ハ
' 
又
.ド
イ
ツ
生
.產
者
は
生
產
蜜
の
.
.增
加
.に
よ
り
養 

•
め
課
採
I

I

は
輸
出
の
課
.税
I

り
輸
出
入
を
、
結
局
：は
が
イ
ツ
產
業
を
闲
難
.に
陷
れ
る
も
の
で
.

I
と
考
へ
ら
れ
た
9
一
 
.九
ニ 

七—

八

_

.の

輸

入

■

十

四

五

億

マ

ル

ク
と
し
て
0
.•
七

五I

課

税

泰

れ

缓

額

約f

億
マ
ル
ク

以
上
の
收
人
あ
る
：も
の
と
肚 

黛
さ
れ
.た
が
.：
經
濟
政
策
的
見
地
：よ
り
し
て
輸
入
免
除
を
行
.つ
^
の
で
'あ
，̂
。 

，
:■
.、

Lotz: ;
F
i
i
z

 
丸 ssensc

'rft. s
.

■■s

oo-50.

,to
uehler,:p.: 105-6 .

參
喟

..

然
名
に
祖
界
經
濟
恐
慌
の
結
艰
と
し
て
、

.一：九1
1
5

年
一
月
の
法
律
裏

.W
:て其
_
の
.，

が
金
平
價
よ
冬
落
し

^

貨
物
輸
入
取
引
に
對
し
て
特
別
の
附
加
税A

l
l
l
t
e
u
e
r

を
課
税
し
て
、
外
國
_

物

纖

 ̂

税
_

を
均
衡
せ
し
：め
や
う
.と
し
，た

.0
ノ

ニ
 

.Hel̂
el: steuerrechr(1933 〕

s
.
19. S. 219.

1.

殺
取
引
税(

屯

^meine,u

:Bsat^e3Ier>

の
ほ
か
に
特
に
密
侈
n°
n
取
引
稅(

L
u
l
u
m
s
f

 steu

暴
 

八

年

へ

月

：
の

扠

引 

親
*
よ
り
一
九
ー
ー
六
句
三
讲
求
日
ま
で
施
行
さ
れ
そ
居
た
ァ
霍
品
取
⑴
税
は

-
般
取
引
税
^
は
異
？
 

い 

セ
課
税
#
ず
辱
規
定
の
奢
管i

め
，取
引
.を4,

過
程「

の

今

霉

r
m
m
:
;k
,
變

，小

賣

取

引

税

か

.
■
者

税

で

あ

つ.た
^
:
其

爾

税

现
代
和
税
谁
良
fc
r
け
る
：

一

般
取
9
税
：の
地
位)

V其
本
質 

-15
:
三

c
l
'
J
o
i

)



現
代
.
.祖^
制
：度
^
:於
け
冬
一;般
取
?|
稅
'0
 ̂

呑
四 ̂

c
r
u

 

T
3
0 

率
^I

九
一「

八
年
，

^

り
デ
九
萍
士
ー
窗
末
康
で
括
一
;
;
0
^
，
り•
九
：̂
.〇
¥1'

身

*

i
f

四
^
末
ま
一
で
は"

一.:

五
.
^
、.，一-
S
年 
一 

•b
九
：慕

ま

犮

埤

一.
0麵
其
後
■

粲

廷

纂

熏

で

，は̂
•，芤
：̂
で
：_

泠

9
1:其 

.I 

^
忆
す
ぎ
ザ
，
：且:0
税
務
拔
術
^
の
事
務
0
烦
雜
と
困
難^-
を
伴
タ
た
^
宗

ふ':
0
、
マ
九
ブ±

さ
る
\
に
到
つ
た
タ
:'
1

ご

.

.

.」

/

.

.

. 

■ ' 
. 

. 

■ 

■ 

. 

. 

■ 

■ 

: ■ 

L

•.
<
•
;
:
税
務
行
政
.

4
.

の
手
續
の
簡
易
な
る
こ
と
は
ド
ィ
ツ
取
^
税
の
特
長
で
あ
る
と
云
は
れ
る
。

一
九
ー
八
年
の
取
⑴
稅
法
以
來
、
取
引
稅 

Q

镲
收
は
梢
齿
及
び：

森
定
；に
よ
つ
て
居
る
0

*
引

税

の

納

稅

義

務

者

は

売

全

，用

確

«
る

營

業

帳

簿

を

：
：備

_べ

て

税

務

官

吏

の

檢

閱

に

供
 

し
ク
：
所

定

の
.形
式

に

，
よ0
て
‘中

吿

，
の

義

務

を

負

ふ

。

法

#:
上
の
租
稅
期
間
を
曆
年
占
し
‘(

或
は
所
得
稅
及
び
法
人
所
得
税
.

の
！
！

準

と

.な 

る
經
濟
牢
度
た
る
こ
と
も
あ
；る)

、
其
租
税
期
間
0
經
過
後
'
;

I .

ヶ
月
，以
内
に
租
稅
義
務
者
は
納
税
莪
務
を
生
ず
る
其
收
得
し
た
る
對
價 

I

吿
せ
.ね
ば
I

なS

 

o其
套
を
得
セ
税

_

は
撥
額
の
決
f

 

I
。
，
此
取
引
税
納
税
義
務
者
は
每
三
ヶ
月
經
過
後
十
品
以 

內
に
其
收
得
し
た
.る
對
俱
を
假
通
吿(

v
o
r
a
n
m
e
l
d
l
)

し
其
と
共
.に
#
通
吿
額
鹿
攀
る
取
引
税
め

’前
納
ど
す
る
。
企
業
者
が
此 

義
務
を
康
行
せ
ず
文
は
完
全
に
廣
行
せ
ざ
る
場
合
に
は
稅
務
署
が
其
前
納
額
を
決
定
ず
令
^̂
^̂

場
食
^
の
が
趙
税
の
請
求
.が
生
：ず
る
。
若
し
兩
者
が
合
致
す
れ
ば
亂
税
義
緣
者
に
共
事
を
逝
知
.し
て
.完
了
す
：る
Q
斯
く
し
て
取
引
耽
の 

納
税
.は
旣
に
支
拂
は
れ
た
對
價
を
.標
準
と
し
て
.其
肝
莫
が
容
易
で
あ
り
、
租
税
義
務
者
自
ら
奸
嚴
し
て
、
典
税
額
を
支
拂
ふ
の
で
あ
る 

か
ら
其
徵
收
が
容
易
で
.：あ
.本
。
故
に
此
.租
.税
，に
.ょ
つ
.て
生
す
る
^
^

^
.認
め
ら
れ
る
。
之

等0
税
務
技
術
上
の
：火*
る
利
益
比
、0其
租
秘
收
入0
多
，齡
な^

V

:併
せ
て
ド
イ
ツ
撖
邦a
视

制

鹰

よ

り

比.

一
般
取
r
b税
を
管
く
こ
と
を
困
難
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
殊
に
ィ
ン
フ
レ
ー
シB

ン
時
代
に
於
て
は
彻
賀P

貴

に

ょ

る

取
：；；；

金

湏

の 

膨
脹
ど
短
期
の
掛
税
_

: J
一
ヶ
月
；}に
於
：

b

が
租
贩
前
納
義
故
の
設
定
に
ょ
.つ
.て
：、
すY

 

v
o;
v

_

s

_<d
:
.
s
^
m
紙

Co
.
-收
入
を
擧
げ
る 

こ
と
の
出
來
た
殆
ど
啤
一
の
祖
歡
と
だ
つ
忘
で
^:
;
るo

.

而
し
て
現
■

の
_

■

る
■
.
が
各
織
■
福
ん
廉
遇
を
生
ず
ふ
に
及 

む
で
は
取
引
税
はg

び
税
率
を
二
-
に
引
上
げ
、
又
そ
れ
ま
で
三
ケ
f

i
に
行
は
れ
た
租
税Q:

前
納
は一

ケ
月
每
と
改
め
ら
れ
た
。

K 

イ
ツ
聯
邦
税
め
が
ち
取
引
耽
の
占
め
る
部
分
は
最
近
七
苹
間
に
次
呀
如
ヾ
く
絶
化
レ
で
吾
ぶ
。

年

度
 

1

九
ニ
三
牢 

1

九
_

年

>

!

ぎ

一

七

年

'.
.

1

九
ニ
瓜

年

- 

1

九
三
0
年
' 

■

一
 A

u
l

1

年 

一
九
三
ー5(

豫
歎)  

1

九
_
j年(

豫
算)

租
税
及
關
税
收
A c

苗
旗5 

1
、

六 
二
六
•
一
«:
.
>ル
ク
ネ
'.
'〈

七
‘H1T
T

七
0
フ
、ィ
ヒ
へ
ス>
,
¥ク)

取
引
稅
收
入(

百
®

六〇
！<:• 〇

C

金
マ
ル
ク
V 

1

、九

H
〒
六(

ラ
イ
'ヒ
ス
マ
ル
ク)

八
、四
八
八
•五C,

九
、H

C

九
•八C

 

,九
、〇
.ニ
四
*四( 

七
、八
〇
三
•九C 

七
、
四
六
〇
•〇( 

六
i
A;
六
五
•四C

扃

'
'■

◊ 

八
七
七
：•七C

同

；
)

M 

-
 

V

^

,

)

—

九
九
六
•一
一

c 

同

：
)

同
.
‘
:■
'
.

>

:
'
:
九
九
四
•一

1
C
:

,
同

)

同

'-)

， 

一
 

一
 

同

〕

.
.
.

5 

;

,

,
.

.

.い —

 

-

.同
：
':
')

'

:
ニ

、五
0 .

0
.〇(

.

'
.同

：

>

'

'

'

更
に
ア
イ
ツ
_
邦
祖
稅
制
谀
に
於
.け
る
主
要
項
目
を
擧
げ
て
取
引
税
0
重

：要
性
を
ー
示
：
し

、
且

0
交
付
税
：1
7
|
3
&
1
1
1
1

贷

|
1
:と

し

： 

て
共
ぅ
ち
地
方
#
政
交
付
-
u;f
e

る
部
分
と
を
示
す
に
次
の
如
く
で
.あ
.り
、
以
て
取
引
.税
が
祖
税
收
^
<か
5
^

を
占
め
獨
逸
聯
邦
財
政
に 

於
て
®
耍
な
名
地
位
^
あ
”る
^
知
る
こ
と
が
.出
來
^
5'
vo
'-
:
i

.
现
代
租
税
制
度
呔
於
げ.る
.*-
?
般
取
引
税
の
地
位
孓
其
本
質：
''

.

五
セ
' 

a

七
.
.ニ)



''
•

、現
代
祖
：税
制
鹿
に
於
け
る
：：一
;般
垠
9|
税
'め
她

位

.琴

丼

水

質

 

K:六

(

ー
_
.七

「

5

.
r
- 

-

^
 

W
.
' 

■

，̂ 
地
方
交
付
額

(

百
萬マ
ル

ク〕

-

ン 
p

.
;r
r
蓮

及

■
人
所
得
■
 )

.
：
 
'
,
'
ノ
 
ひ

：
.

」

：
ッ

ゾ

■
,
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“
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: 

V

-

税
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六
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.
.
.

.
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:
”

.
取

；
：
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:

C
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i
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.
'

を

：

1

五

争

〇
-
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政
.
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〇
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、

：

:
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:

:

.

l
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力
I
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r
 

、:
-

 

. 

.•'
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f
ノ 

ル
：
稅
：

.
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1
§
.
〇
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■‘.
ぃ
_

•六

“

.

.
ゾ
-
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,精

..

蓐

賣
.

:.
:

,

一
四
び
•九

'

,

'

,

.

>

—

 

：
'

S
'
'煙
：

草

税

■'
 

七
七
ぎ
〇

• 

. 

：
>

|
 

.
- 

V
 

砂

-
糖
.’税
フ

 

V
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.
, 

.

:

10
:.
關

.
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w
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;

_
 邦 

l

i
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'
.
' 

:

:
:
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一
七
六 
一
•
三
 

一
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.'
/
へ
、

.

'

.'

.

.
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. 
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.

/

. 

. 

-
V 

•

(

聯
邦
財
政
收
入
と
な'̂
部

分

五

1
0四
•〇〕
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3
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.
.

.

.

.

.

.
:
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.

,

'
r
.三
.
-

.
■

ト

.

.

.

.
：•:
'

,'
•■
-
:
; 

, 

,

'.
:-
:
''.'
.
:
.
:
v
v
'

i:
. 

' 

V
- 
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, 

I.
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.
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 ̂
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, 

.
 

•
. 

.

.

.

.
'
. 

ド
ィ
ツ
の
取
弓
稅
が
腐
般
に
各
種
の
娘

^ |

に
劃
ー
的
税
率
を
頸
し
て
課
税
す
る
に
對
し
て

' 

其
と
異
る
他(0
:
國
々
の
取
引
悅
のt

表
的
な
る
も
の
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
取
引
税(la 

taxe 

s
u
r
l
e

 chiffre 

<
r
a
&
i
r
e
s
)

$:
:
擧
げ
を
1
;
.
ど

が

出

來^;
ゲ
0.
ァ

.'
•
ゾ

.
 

...
 

'
 

•.
 

、
 

.

.

.

.

. 

- 

• 

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

. 

• 

.
 

•

^

^

^

0

一
九
二
〇
年
の
取
引
税
法
.
達̂

4
す
る
も
$
で
|

0
 

^

_(

寶
上)

稅
は
、
'常
時
業
務
と
す
る
と
否
と
を
問
ば
ず
、
購
人
叉
は
製
造
し
た
る
货
物
を
嫩
賣
し
た
る
者
に
對
し
て
將
に
免
税
の 

規
宠
f

服
b
、
f

舊
を
課
稅
檩
準
と
し
て
課
猶
す
る
.。
貨
物
の
販
寶
以
外
の
取
引
を
行
t

め
^

何
に
.办
.
ず
其
實
際
把
收
受
し;̂
る
報
_
を
課
税
_
;^
^
し

て

課

我

す

る

，
の

で

あ

る

0其
税

率

は| 

|

 

%
で
あ
っ
た
。
此
寶
上
栊
の
適 

用
|

取

引

.^
し
て
.は
自

蟲

業

、
農
家
の
自
作
農
產
物
家
裏
贩
賣r

販
賣
價
.格
に
つ
★

政
府
の
澈
制
を
受
く
义
事
業
の
販
賣
取
引
、 

(

例
。ハ
：ン
販
S

目
營
奪
賛
品
鐵
道
其
他
公
益
事
業
，i

す
る
取
引)

輸

取
|̂

所
、
保
險
會
社
}等
で
あ
り
、
.：且
：つ
賃
銀
俸
給
も
課
税
を
受
け
&
い
の
で
あ
る
0
ン其
故
，

に
：：

フ
ラ
ン
ス
め
寶
上
歡
ば
ド
^
ッ
ぞ
の
に 

比
，I
,て
殊
.

1
由
職
業
及
び
農
家
.の
.
自

作

農

產

物

家

畜

の

販

賣

を

課

税

せ

ざ
る
こ
と
及
び
輸
入取

引

の

，課

税

に

於

て

異
^

•1
1
.
1舟

取
9
故

と

同

時

_

侈
ロ

 

5
.
の

小
.賣

取

引

に

對

し
.て
.其

聰

賣

價

格

を

課

：我

標

準

<?
:
.す
^
^
^
^

.に
つ
：.い
てI

艽
ズ
.乃
.至
：一1
-
#涔の
課
税
が
.あ
つ
：.た
。
營
業
非
營
業
的
.取
引
の
支

t

般
取
引
税M

.

つ

い

て

は

其

後

若

干

：
の

改

犯

が

あ

つ

V
、

.殊
に

：

. 一

九
ニ一

四

年

及

：
ニ
，
六

年

：
の

税

率

の

引

上

げ

が

f

、
又t 

S
年

に

：
は 

華
の
货
物
に
つ
い
'
.て
生
產
課
税
を
以
て
代
置
し
たC

其
範
圍
は「

九
，一1-

六
部
■後
半
ょ
り
：次
第
に
摘
大
.
.さ
れ
た：0

貨
物
の
寶
買
取
引
每 

k
低
率
海
稅
を
行
ふ
こ
と
の
.代
I

-
共
貨
物(

例
石
炭
鐘
等a

の
初
期
取
引
過
程
S

て
一
度
比
較
的
高
率
I

f

行
ふ

も

の

ノ
で
あ
つ
た
::
0

.:
■

:

-

:.>
:
: 

ン
：
 

'

- 

ぃ
 

<
 

...

'
.撕

く

し

て

マ

，
ラ
：
ン

.ス

の

賣

土

銳

は

次

の

租

，
税

 

及

び
1

^

i

i

.

-

:

 

. 

(

“一
 

： p

三
ノ



現

代

祖

税

御

度

：

.に
於
け
=る
ブ
般
.取
引
税
©
地
位
.式
其
本
質
：. 

五
' 

C
l

七一

四)

：

入

取

引.に
、
：損
益
を
間
は
ず
、
其
總
賣
上
高
を
課
稅
檩
準
：と
す
る
稅
率
一
霞
の
課
每
¥
數
料
«;
-利

子

其

他

：商

事

取

則

と

着

做

さ

る

ベ

t-
-
.
: 

べ
き
も
の
の
總
收
入
金
に
ニ
が
の
課
税
。
貨
物
の
獄
類
と
價
格
と
に
ょ
つ
て
觉
め
ら
れ
る
奢
侈
品
小
賣
取
引
寶
上
稅
が
あ
る
0
か
、
る 

寰
上
税
fc
代
る
べ
き
も
の
と
し
.て
設
け
ら
れ
た
る
も
の
♦

し
ー
て
右
炭
*
襲

：•
.肥
料
•
茶
*
コ：

I
匕
I
，
砂
«
に
：つ
5
.て
：
の

生

產

課

賭

.が 

あ

つ

た

。

其

故
.に
フ
ラ
ン
ス
の
.取
引
税
制
度
は
ド
ィ
ッ
の
取
引
税
.に
比
し
.て『

羅
複
雜
だ
る
樺
成
を
有
す
る
V
の
で
あ
つ
た
。
フ
ラ
ン 

ス
國
税
收
入V

に
於
て
'I:
般
取
引
税
は
、
.例
：へ，ば
.；U

1

九
年
に
は
■九
、
1九
七
：四
*
七
：(

百
萬
フ
ラ
ン)

71
-
九
三
0
年
に
は
八
ハ
七
四
六
*
.九「 

(

百
萬
ブ
テ
ン
：

)

め
收
入
を
擧
げH
居
：る
？
..其
は
租
稅
關
稅
收
入
二
九1

二
.：九
矩
約
K.
百
.

 ̂

1
九
一
コ
0
牢
約
五
百
十
億
フ
ラ 

ン
‘
對

し

て

約

六

分

の

，
一

餘

を

占

.め

る

。

；
且

っ

：
フ

ー

ス

‘ 

ス
.の
各
稲
.租
稅
の
'ぅ
ち

.

其
收
A :
m
.於
て
' 

I &

取

&̂

め

，

主

か

で

^
?
。

"
1
‘
九】

コ
〇
年
呀
片
.ょ
り
奢
當
賣
上
稅
ば
ま
%
.乃
.到
六
%
:
:
と
な
づ
^:
0
§

哪
取
引 

(
r

.

(

四
十
六
：種
の
：
食

料

品

取

引

运

：

P
H
o
r
五

音

パ

の

税

率

に

輕

睬

さ

れ

：、
ー
：零

九

種

の

击

產

物

が

全

热

免

税

さ

れ

又

は

粱

次

的

課

說

の

货

に

歡 

V 

'
ー

課

我:-
^
變

货
^

:̂^
/?
°
:^
%
:
5箭
入

取̂
税

：拉

；广
1
^

に

對

し

て

カ,%
に
，變

觅

さ

れ

允
0 

w
o
o
p
o
i 

o
o
^
.
f 

^
.
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 ̂

3
 

V

:m
:;
^

,:
^

に 

一
^

濟
修
snr
の
販
寶
取
^
に
十
一
一
^
の
税
率
を
以
て
課
税
す
る
も
の
で
、あ
つ
た
。
其
後
、

一
般
取
引
税
の
稅
率
は
ニ
^
に

.
.'
.
.
. 

:
ノ 

.ぐ

.

-

-

:

:

:

.'
•い
，
.
-
，
ノ
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'

-
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.
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;
- 

* 
ノ

\
■:

.

引
上
^

-'
6
>れ

、

奢

移

品

，取

别

我

は

小

寶

，取

引

に

'
の

み

課

せ

ら

れ

て

普

通

税

率

は

 
一
0
涔

で

あ

る‘が
、

特HI
J
の

奢

侈

品

に

9

い

て

は

十

八

■:
■'
'ノ

■
'
.
:
 

-
,
'
.
v 

.

:■
ハ
.：

.;'

. 

;

!—

.
i
M
. 

-
V
- 

- 

•
• 

- 

. 

' 

■
, 

r

i

.
V 

.

.

.
V
:

オ
ー
ス
ト
R
ア
取
引
税
制
度
.の
特
徽
は
所
謂p

h
a
s
e
n
p
a
u
s
c
i
l
a
T
i
e
i
g

で
%
る
.。
：：
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菡
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す
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條
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.
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又
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膩
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：.
?て
僞
格
'の
||
貴
|:
;,>
-
後

場

含

に

は

後

轉

：
ゆ

よ

.つ
セ
：
憤
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落
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濟
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華
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に
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に
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